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一年の計をフェイクで始めた武見議員 

  

地方独立行政法人化！ 

もっとよりそう都立病院へ 

 

経営本部 21年4月人事異動スケジュール 

事務・四技 

3月15日(月) 本人内示 

3月16日(火) 11時異議申し立て締切 

3月19日（金）決定 

福祉保健局 21年4月人事異動スケジュール 

一般技術系（四技除く）医療技術、技能 

3月9日(火) 内示 

3月10日(水) 11時異議申し立て締切 

3月12日(金) 決定 

「都立病院だより特別号」ファクトチェック！♯2 
 「都立病院だより特別号」で多摩総※１の近藤院長は、独法化の最大のメリットは「迅速・柔軟に

人材確保できることだと思います」と答えています。本当でしょうか？先行して独法化された大阪

では、独法化後に看護師の給与を切り下げたので深刻な看護師不足になりました。地方独立行政法

人法57条「職員の給与」には、賃金総額を切り下げる成果主義の導入が「職員の勤務成績が考慮さ

れるものでなければならない」と明記されています。そして81条には「経済性を発揮」するように

書かれており、明らかになった新法人の給与もスタッフは大幅賃下げです。少しでも安く労働者を

使うことが地方独立行政法人法には盛り込まれているのです。迅速・柔軟なんてことは一言も書か

れていません。患者さんと働く人に独法化のメリットなんかありません。 

復活！病院支部TV 毎

週、コロナに揺れる現場

の実態や、独法化の問題

について発信します 

 病院支部TVの第

2回が配信されて

います。Youtube 

だけでなく支部

ツイッター、FB

からでも見るこ

とができます。３回目の内容は「都立病院だより 

ファクトチェック」です。見てくださいね。 

感染下げ止まりを都民のせいに！ひどすぎ記者会見 
 緊急事態宣言の再延長に際して、小池都知事は5日

の定例記者会見で、感染拡大を封じ込むことができな

かった失政に対する反省は一言もなく、「現在、緊急

事態宣言中であるということ、都民の皆さんは今も続

いていることを認識されているのか」と感染が続いて

いるのを都民の心がけのせいにしています。PCR検査

の拡充など具体策なく宣言を延長しても感染の封じ込

めはできません。 

 ひ
ど
い
会
見
で
し
た 

 
 

画
像
消
し
ち
ゃ
お 

※１ 多摩総合医療センター 


